
            

 

 

議第２４１号  

徳島東部都市計画特別用途地区（大規模集客施設制

限地区）の決定について （徳島市決定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１１５回 徳島市都市計画審議会              

日 時   令和３年９月３０日（木）午後２時～ 

場 所   徳島市役所南館４階 第二委員会室    

 

 

資料２ 



○
中
心
市
街
地
活
性
化
基
本
計
画
の
認
定
条
件

現
在
、
策
定
中
の
徳
島
市
中
心
市
街
地
活
性
化
基
本
計
画
が
国
か
ら
認
定
を
受
け
る
た
め

に
は
、
準
工
業
地
域
に
お
け
る
大
規
模
集
客
施
設
の
立
地
の
制
限
を
行
う
こ
と
が
条
件
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

【
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
】
（
抜
粋
）

（
基
本
計
画
の
認
定
）

第
９
条

２
基
本
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

八
中
心
市
街
地
に
お
け
る
都
市
機
能
の
集
積
の
促
進
を
図
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

【
中
心
市
街
地
の
活
性
化
を
図
る
た
め
の
基
本
的
な
方
針
】
（
抜
粋
）

第
1

0
章

中
心
市
街
地
に
お
け
る
都
市
機
能
の
集
積
の
促
進
を
図
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
基
本
的

な
事
項

２
．
都
市
計
画
手
法
の
活
用

準
工
業
地
域
は
多
様
な
用
途
を
許
容
す
る
地
域
で
あ
る
が
、
地
方
都
市
に
お
い
て
、
準
工
業
地

域
に
大
規
模
集
客
施
設
（
※
）
が
立
地
し
た
場
合
、
中
心
市
街
地
の
活
性
化
へ
の
影
響
が
大
き
い

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
三
大
都
市
圏
及
び
政
令
指
定
都
市
以
外
の
地
方
都
市
に
お
い
て
は
、

特
別
用
途
地
区
等
の
活
用
に
よ
り
準
工
業
地
域
に
お
け
る
大
規
模
集
客
施
設
の
立
地
の
制
限
が
行

わ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
、
基
本
計
画
の
認
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。

※
「
大
規
模
集
客
施
設
」
と
は
、
建
築
基
準
法
別
表
第
二
(か
)項

に
掲
げ
る
建
築
物
を
い
う
。

中
心
市
街
地
活
性
化
基
本
計
画

1



特
別
用
途
地
区
の
都
市
計
画
の
案

【
特
別
用
途
地
区
と
は
】

都
市
計
画
法
第

8
条
に
基
づ
き
定
め
る
地
域
地

区
の
一
つ
で
、
用
途
地
域
内
の
一
定
の
地
区
に
お

け
る
当
該
地
区
の
特
性
に
ふ
さ
わ
し
い
土
地
利
用

の
増
進
、
環
境
の
保
護
等
の
特
別
の
目
的
の
実
現

を
図
る
た
め
、
当
該
用
途
地
域
の
指
定
を
補
完
し

て
定
め
る
地
区
で
す
。

【
準
工
業
地
域
と
は
】

都
市
計
画
法
第

8
条
に
基
づ
き
定
め
る
地
域
地

区
の
一
つ
で
、
主
と
し
て
環
境
の
悪
化
を
も
た
ら

す
お
そ
れ
の
な
い
工
業
の
利
便
を
増
進
す
る
た
め

定
め
る
地
域
で
す
。

2

○
特
別
用
途
地
区
の
指
定

中
心
市
街
地
活
性
化
基
本
計
画
の
認
定
の
条
件
で
あ
る
と
と
も
に
、
本
市
の
都
市
計
画
マ

ス
タ
ー
プ
ラ
ン
及
び
立
地
適
正
化
計
画
に
お
い
て
「
集
約
型
都
市
構
造
の
構
築
」
を
目
指
す

こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
周
辺
部
に
お
け
る
大
規
模
集
客
施
設
の
立
地
を
制
限
す

る
た
め
、
市
内
の
す
べ
て
の
準
工
業
地
域
に
特
別
用
途
地
区
を
指
定
し
ま
す
。

※
市
内
の
す
べ
て
の
準
工
業
地
域
の
位
置
は
議
案
書
を

参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

参
考
図



特
別
用
途
地
区
の
都
市
計
画
の
案

3

○
特
別
用
途
地
区
の
内
容

特
別
用
途
地
区
の
種
類
は
大
規
模
集
客
施
設
制
限
地
区
と
し
、
店
舗
等
の
床
面
積
の
合
計

が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
大
規
模
集
客
施
設
の
立
地
を
規
制
し
ま
す
。

種
類

面
積

備
考

大
規
模
集
客
施
設
制
限
地
区

約
4

6
2

 h
a

準
工
業
地
域
全
域

1
0

,0
0

0
㎡
を
超
え
る
大
規
模

集
客
施
設
を
規
制

【
都
市
計
画
決
定
の
理
由
】

広
域
的
に
都
市
構
造
や
イ
ン
フ
ラ
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
大
規
模
な
集
客
施
設
の
準
工
業
地
域
に

お
け
る
立
地
を
規
制
し
、
都
市
機
能
が
コ
ン
パ
ク
ト
に
集
積
し
た
都
市
構
造
と
す
る
た
め
、
特
別
用
途

地
区
（
大
規
模
集
客
施
設
制
限
地
区
）
を
都
市
計
画
で
定
め
ま
す
。

【
特
別
用
途
地
区
の
概
要
】

【
大
規
模
集
客
施
設
と
は
】

劇
場
、
映
画
館
、
店
舗
、
飲
食
店
等
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
で
、
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の

床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
を
い
い
ま
す
（
建
築
基
準
法
別
表
第
二

(か
)項

）
。



特
別
用
途
地
区
内
の
建
築
制
限

4

特
別
用
途
地
区

建
築
制
限
（
建
築
し
て
は
な
ら
な
い
建
築
物
）

大
規
模
集
客
施
設
制
限
地
区

建
築
基
準
法

別
表
第
二

(か
)項

に
掲
げ
る
建
築
物

【
建
築
基
準
法

別
表
第
二

(か
)項

の
建
築
物
】

劇
場
、
映
画
館
、
演
芸
場
若
し
く
は
観
覧
場
、
ナ
イ
ト
ク
ラ
ブ
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
用
途
で
政
令

で
定
め
る
も
の
又
は
店
舗
、
飲
食
店
、
展
示
場
、
遊
技
場
、
勝
馬
投
票
券
発
売
所
、
場
外
車
券
売
場
そ

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
用
途
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
供
す
る
建
築
物
で
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分

（
劇
場
、
映
画
館
、
演
芸
場
又
は
観
覧
場
の
用
途
に
供
す
る
部
分
に
あ
っ
て
は
、
客
席
の
部
分
に
限
る
。
）

の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の

【
特
別
用
途
地
区
内
の
建
築
制
限
】

○
条
例
の
制
定

都
市
計
画
法
の
規
定
に
よ
り
特
別
用
途
地
区
を
定
め
た
場
合
、
そ
の
地
区
内
の
建
築
制
限

の
内
容
に
つ
い
て
は
、
建
築
基
準
法
に
基
づ
き
条
例
で
定
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。



既
存
施
設
の
緩
和
措
置

5

【
増
築
・
改
築
の
緩
和
措
置
】

次
の
条
件
を
全
て
満
た
す
場
合
に
増
築
・
改
築
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

［
条
件
１
］

増
築
又
は
改
築
さ
れ
た
建
築
物
が
基
準
時
（
条
例
施
行
時
）
に
お
け
る
敷
地
内
に
あ
り
、
か
つ
、

基
準
時
に
お
け
る
敷
地
面
積
に
対
し
て
容
積
率
、
建
蔽
率
制
限
に
適
合
し
て
い
る
こ
と

［
条
件
２
］

増
築
又
は
改
築
後
の
床
面
積
の
合
計
が
、
条
例
施
行
時
に
お
け
る
床
面
積
の
合
計
の
１

.２
倍
を

超
え
な
い
こ
と

［
条
件
３
］

増
築
又
は
改
築
後
の
建
築
制
限
に
適
合
し
な
い
用
途
の
床
面
積
の
合
計
が
、
条
例
施
行
時
の

１
.２

倍
を
超
え
な
い
こ
と

［
条
件
４
］

用
途
の
変
更
を
伴
わ
な
い
こ
と
（
例
え
ば
、
店
舗
か
ら
劇
場
に
用
途
を
変
更
す
る
な
ど
）

○
既
存
施
設
の
取
扱
い

新
築
の
場
合
は
条
例
の
制
限
に
適
合
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
条
例
の
施
行
に
よ
り

適
合
し
な
く
な
っ
た
既
存
の
大
規
模
集
客
施
設
は
、
そ
の
ま
ま
存
続
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
一
定
の
範
囲
内
で
増
築
・
改
築
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。



6

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

特 別 用 途 地 区 に 係 る

都 市 計 画 の 原 案 の 作 成

都 市 計 画 の 原 案 の

縦 覧 ・ 説 明 会 ・ 公 聴 会

都 市 計 画 の 案 の

縦 覧 ・ 意 見 書 の 提 出

徳 島 市 都 市 計 画 審 議 会

徳 島 県 と の 協 議

特 別 用 途 地 区 の

都 市 計 画 決 定

徳
島
県
と
の

事
前
協
議

令
和
3年
8月
23
日

令
和
3年
9月

6日
～

縦
覧
：
令
和
3
年
6月
21
日

令
和
3
年
7月
5日

説
明
会
：
令
和
3
年
6月
28
日

公
聴
会
：
令
和
3
年
7月
8日
(中

止
)

～
令
和
3年
9月
30
日

令
和
3年
10
月
中
旬

令
和
3年
10
月
下
旬

～
令
和
3年
12
月
頃

終 了

※
時
期
に
つ
い
て
は
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す

。

徳
島
東
部
都
市
計
画
特
別
用
途
地
区
の
都
市
計
画
決
定
ま
で
の
手
続
き
の
流
れ

今 回
終 了

終 了

終 了

都
市
計
画
決
定
と
同
時

期
に
条
例
の
議
会
議
決

を
予
定
。

ま
た
、
条
例
施
行
は
令

和
4年
1月
1日

を
予
定
。


